
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１）保育の受け皿拡大・多様な保育サービスの充実 

         １，１６９億円（１，０４３億円） 
待機児童の解消に向け、「待機児童解消加速化プラン」に基づき平成 29 年度末ま

でに必要となる保育の受け皿を確保するため、保育園等の整備などによる受入児童

数の拡大を図る。また、保育園への入園が円滑に進むよう、０歳児期の育児休業終

了後の「入園予約制」の導入や保育園を拠点とする「サテライト型小規模保育事業

所」の設置支援を図る。 
併せて、保育の受け皿の拡大に伴い必要となる保育人材を確保するため、宿舎借

り上げ支援を拡充するとともに、市町村における人材確保の取組の支援や離職者の

再就職支援の強化を行うなど、総合的な保育人材確保策を推進する。 
さらに、保育園等における事故防止のための研修や巡回指導により、安心かつ安

全な保育の実施を支援する。 

 
① 保育の受け皿拡大 

待機児童の解消に向け、「待機児童解消加速化プラン」に基づき平成 29 年度末

までに必要となる保育の受け皿を確保するため、保育園等の整備などによる受入

児童数の拡大を図る。 
また、保育園等の設置等の際に地域住民との合意形成等を進める自治体・保育

園等における「地域連携コーディネーター」の配置を支援する。 

 
② 多様な保育サービスの充実 

０歳児期の育児休業終了後の「入園予約制」の導入を支援する。 
また、３歳児以降の継続的な保育サービス確保のため、３歳以上の子どもの受

入れに特化した保育園等における３歳未満対象の「サテライト型小規模保育事業

所」の設置を支援する。 

第１ 子どもを産み育てやすい環境づくり 

子どもの貧困とひとり親家庭対策の推進及び児童虐待防止対策・社会的養護の充実・強

化、「待機児童解消加速化プラン」に基づく保育所等の受入児童数の拡大、母子保健医療対

策の強化などにより、子どもを産み育てやすい環境を整備する。 

１ 待機児童の解消等に向けた取組の推進  

      １，１６９億円（１，０４３億円） 
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③ 保育人材確保のための総合的な対策（一部後掲・５８ページ参照） 
保育士の宿舎を借り上げるための費用を支援する「保育士宿舎借り上げ支援事

業」について、その対象要件（保育園等に採用されてから５年間）を見直し、対

象者を拡大する。 
また、人材情報サイトの開設による求人情報の提供、就職希望者向けの保育園

等の見学会の開催など、新卒の人材確保や潜在保育士の再就職支援、就業継続支

援の取組を行う市町村を積極的に支援する。 
さらに、雇用管理改善につながる制度の導入・実施を通じて従業員の職場定着

に取り組む事業主を支援する職場定着支援助成金について、保育分野における拡

充等を行うとともに、全国の主要なハローワークに設置された「福祉人材コーナ

ー」を拡充しつつ、就職支援の取組を強化する。 

 
④ 安心かつ安全な保育の実施への支援 

 保育園等での事故を防止するため、保育園等への巡回指導や事故予防のための

研修の実施を支援する。 

 
⑤ 企業主導による多様な就労形態等に対応した多様な保育サービス 

         ※内閣府において要求 
 「待機児童解消加速化プラン」に基づき、事業所内保育等の企業主導型の多様

な保育サービスの拡大等を支援する。 
・ 企業主導型保育事業 

 休日や夜間の対応など企業の勤務時間に合わせた保育や、複数企業による

共同利用などの柔軟で多様な保育サービスの提供を可能とした事業所内保育

の設置を促進する。 
・ 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業 

 残業や夜勤等の多様な働き方をしている労働者等が、低廉な価格でベビー

シッター派遣サービスを利用できるよう支援する。 

 
（２）子ども・子育て支援新制度の実施（一部社会保障の充実）   

※内閣府において要求 
① 教育・保育、地域の子ども・子育て支援の充実（一部社会保障の充実） 

 すべての子ども・子育て家庭を対象に、市町村が実施主体となり、教育・保育、

地域の子ども・子育て支援の量及び質の充実を図る。 

 
ア 子どものための教育・保育給付 

・ 施設型給付、委託費（認定こども園、幼稚園、保育所に係る運営費） 
・ 地域型保育給付（家庭的保育、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保

育に係る運営費） 
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イ 地域子ども・子育て支援事業 
市町村が地域の実情に応じて実施する事業を支援。 
・ 利用者支援事業、延長保育事業、放課後児童健全育成事業、地域子育て

支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業

（ファミリー・サポート・センター事業） 等 

 
② 放課後児童クラブの拡充等（一部社会保障の充実） 

「ニッポン一億総活躍プラン」を踏まえ、「放課後子ども総合プラン」に掲げる

平成 31 年度末までに約 122 万人分の受け皿を確保するという整備目標の平成 30

年度末までの達成を目指し（計画の前倒し）、放課後児童クラブの整備などによる

受入児童数の拡大を図るとともに、放課後児童支援員等の人材確保対策などを推

進する。 

 
③ 保育士等の処遇改善 

 
ア 保育士の処遇改善 

 ２％相当の処遇改善を行うとともに、保育士としての技能・経験を積んだ職

員について、全産業の女性労働者との賃金差がなくなるよう、４万円程度の追

加的な処遇改善を実施することについて、予算編成過程で検討する。 

 
イ 放課後児童支援員等の処遇改善 

 「ニッポン一億総活躍プラン」を踏まえ、経験等に応じた職員の処遇改善を

進めることについて、予算編成過程で検討する。 

 
④ 児童手当 

次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童手当の支給を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（参考）子ども・子育て支援新制度における量及び質の充実（社会保障の充実） 

 
○ 量的拡充（待機児童解消加速化プランの推進等） 
  市町村子ども・子育て支援事業計画に基づき、教育・保育、地域の子ども・子

育て支援の事業量の計画的な拡充を図る。 

 
○ 質の向上 
  子ども・子育て支援新制度の基本理念である、質の高い教育・保育、地域の子

ども・子育て支援の実現のため質の向上に向けた取組を実施する。 
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（１）妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援の実施 ２０３億円（１８５億円） 

① 不妊治療への助成等 
不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる配偶者間の不

妊治療に要する費用について、初回の助成額の増額と男性不妊治療の助成を継続

するとともに、不妊専門相談センターの全都道府県・指定都市・中核市での設置

に向け、箇所数の増を図る。 

 
② 子育て世代包括支援センターの全国展開（一部社会保障の充実） 

妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を提供する子育て世代包

括支援センターの全国展開に向け、その設置促進を図るとともに、地域の実情に

応じて、産前・産後サポート事業、産後ケア事業を実施する。 
※ 「子育て世代包括支援センター」のうち利用者支援事業（子ども及びその

保護者等の身近な場所で、教育・保育・保健その他の子育て支援の情報提供

及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実

施する事業）については、内閣府において要求。（一部社会保障の充実） 

 
（２）児童虐待防止対策の強化・社会的養護の推進 １，４１１億円（１，２９５億円） 

① 児童虐待防止対策の強化 
 児童相談所、市町村の体制の強化及び専門性の向上を図り、相談機能を強化す

る。特に、児童相談所における弁護士等の活用の促進や、市町村における要保護

児童等への支援拠点の運営支援、要保護児童対策地域協議会の機能強化を図る。 
 また、児童相談所全国共通ダイヤル（１８９）の利便性向上のための更なる改

善を図る。 

 
② 子育て世代包括支援センターの全国展開（一部社会保障の充実）（再掲） 

 
③ 家庭養護及び家庭的養護の推進（一部社会保障の充実） 

改正児童福祉法の施行を踏まえ、虐待を受けた子どもなど社会的養護が必要な

子どもについて、家庭における養育環境と同様の養育環境で育てることができる

よう、里親・ファミリーホームへの委託を進める。また、これが適当でない場合

には、できる限り良好な家庭的環境で育てることができるよう、既存の建物の賃

借料や施設整備費に対する助成などにより、児童養護施設等におけるケア単位の

小規模化・地域分散化を図る。 

２ すべての子どもが健やかに育つための総合的な対策の推進 

  ３，６８２億円（３，４９３億円） 
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さらに、里親・ファミリーホームへの委託について、都道府県（児童相談所）

の業務として、里親の開拓から児童の自立支援までの一貫した里親支援が位置付

けられたことを踏まえ、里親支援機関を活用した支援体制の構築を図る。 
また、「ニッポン一億総活躍プラン」を踏まえ、児童養護施設等について、その

業務に相応の処遇改善を行うことについて、予算編成過程で検討する。 

 
④ 被虐待児童などへの支援の充実 

改正児童福祉法の施行を踏まえ、自立援助ホームについて 22 歳の年度末までの

間にある大学等就学中の者を対象に追加する。併せて、大学等就学中の者以外の

自立援助ホーム入居者や児童養護施設の退所者等のうち、引き続き支援が必要な

者に対し、原則 22 歳の年度末まで支援を継続する事業を新たに創設する。 

 
（３）ひとり親家庭等の自立支援の推進    ２，０１６億円（１，９４９億円） 

① ひとり親家庭への就業・生活支援など総合的な支援体制の強化 
       １１６億円（１１４億円） 
「すくすくサポート・プロジェクト」に基づき、ひとり親家庭の自立を支援す

るため、相談窓口のワンストップ化の推進、子どもの学習支援、居場所づくり、

親の資格取得支援（自立支援教育訓練給付金や高等職業訓練促進給付金の支給）、

養育費確保支援など、ひとり親家庭の支援策を着実に実施する。 

 
② 自立を促進するための経済的支援    １，８３６億円（１，７８４億円） 

ひとり親家庭の自立を促進するため、児童扶養手当の支給や子どもの修学等に

必要な資金などについて母子父子寡婦福祉資金の貸付による支援を行う。 

 
③ 女性活躍推進の実効性確保（後掲・６２ページ参照）  ２０億円（１８億円） 

 
④ 子どもの学習支援事業の強化【一部新規】【一部推進枠】 ４４億円（３３億円） 

生活困窮世帯の子どもを支援するため、教育機関等との連携関係の構築及び生

活力の向上に向けたメニューの充実を図るとともに、事業の担い手の確保策の強

化を図る。 

 
（４）配偶者からの暴力（ＤＶ）防止など婦人保護事業の推進【一部新規】 

         １８９億円（９６億円） 
配偶者からの暴力（ＤＶ）被害者等に対して、婦人相談所等で行う相談、保護、

自立支援等の取組を推進する。 
また、婦人相談員による相談・支援の充実を図るため、婦人相談員手当の改善を

行う。 
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  ３ 仕事と家庭の両立支援の推進【一部推進枠】（後掲・５７ページ

参照）       ８８億円（８２億円） 
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